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第１章「生きがい・介護予防」 

～地域で支え合いながら活躍する高齢者へ～ 

１ 生きがい支援 

（１）高齢者への情報発信、ＩＴ支援  

高齢者がいつまでも生きがいを持って健康でいきいきと生活できるよう、生きがいに

つながる情報の提供に努めます。 

① 高齢者の生きがいにつながる各種情報の発信 

高齢者が、生きがいを持って健康でいきいきと生活できるよう、市のホームページ

やこうほう佐倉などにおいて、市民カレッジ等の学習機会や地域活動、就労等の活動

機会、健康づくり、福祉サービスなどの各種情報をわかりやすく発信します。 

また、ホームページ等の閲覧ができない方へ対し、情報格差が生じないよう、発信

媒体の工夫に努めます。 

② 高齢者へのＩＴ支援 

デジタル化が進み、スマートフォンの操作やマイナンバーカードを用いた電子申請

等のスキルが必要となる中、操作困難で取り残される高齢者が生じないよう、シニア

向けスマートフォン講習会等の開催や、ＩＴ支援に関する各種情報の発信を行います。 

 

（２）学習機会の確保  

高齢者が参加可能な学習機会（市民カレッジ等）の確保に努めます。 

① 公民館等における生涯学習等の推進 

公民館での活動において、高齢者が参加しやすく、高齢者自ら企画・運営する、魅

力ある生涯学習活動を推進するとともに、学び得た知識を日常生活や地域貢献に活用

できる各種講座の推進を図ります。また、地域福祉センター開催の高齢者を対象にし

た講座や千葉県が主催する生涯大学校等も学習機会として推進します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

市民大学講座運営 

事業 

講座の開催

館数（館） 
4 4  

 
  

 

他課確認中 
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② 各種出前講座の実施 

福祉行政をはじめとする市政について、市民の理解を深めるため、地域の団体等の

要請に応じ担当部署の職員が地域に出向いて説明する「出前講座」を実施します。 

 

（３）活動機会の確保  

高齢者が、これまで培った知識や経験を、生きがいづくりや地域づくりに活かすこと

ができるよう、各種活動機会の確保に努めます。 

① 地域活動の推進 

●高齢者クラブ活動への支援 

高齢者クラブは、市内在住のおおむね 60歳以上の会員で構成され、会員相互の健康

の維持増進、地域社会活動への参加、貢献などを自主的に実施している団体です。自

治会のエリアを基本に地域で結成されている単位クラブと、各単位クラブの育成指導

等を行う佐倉市高齢者クラブ連合会の活動に対して支援します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

高齢者クラブ活動 

支援事業 

周知回数 

（回） 
2 2 3 3 3 3 

単位クラブ 

数(クラブ) 
49 44 44 44 44 45 

 

●老人憩の家の管理運営 

老人憩の家は、老人の健全な心身の健康を保ち、地域社会における社会福祉の増進

を図る目的で、市内に３か所設置されました。平成 18年度（2006年度）からは、市が

指定する指定管理者によって管理運営をしています。地域活動や趣味的活動、教養の

向上の場、地域コミュニティの中心として広く利用されていることから、引き続き目

的に沿った施設の利活用の推進に努めます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

老人憩いの家管理 

運営事業 

利用者数 

（人） 
7,535 10,541 13,000 15,000 17,000 19,100 
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●ボランティア活動への支援 

市内では、様々なボランティア活動が行われており、福祉や介護を支える力の一翼を

担っています。今後も、各種ボランティア活動の支援を行うとともに、高齢者がボラン

ティア活動を通して積極的な社会参加ができるように、社会福祉協議会（ボランティア

センター）、市民公益活動サポートセンター、既存のボランティアグループ、関係機関な

どとの連携を図りながら、ボランティア活動の推進に努めます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

個人ボランティア 

登録事業 

利用者数 

（人） 
186 188  

 
  

市民公益活動サポ 
ートセンター管理 
運営事業 

登録団体数 

（団体） 
170 166     

●各種公共施設における各種活動の推進 

公民館、コミュニティセンター、地域福祉センター、老人憩の家等の市内の公共施

設における、趣味や創作活動、ボランティア活動、地域自治活動等、高齢者による多

種多様な活動を推進します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

公民館管理運営 

事業 

利用者数 

（人） 
123,604 163,790     

コミュニティセン 

ター管理運営事業 

利用者数 

（人） 
84,106 129,524  

 
  

地域福祉センター 

管理運営事業 

利用者数 

（人） 
56,143 88,347     

●世代間交流を育む活動の推進 

高齢者の知識や経験を学校教育などの様々な場面で活かすため、世代間交流の推進

を図ります。 

学校教育では、戦争体験や農業体験などの学習機会、伝承遊び、郷土の祭りなど、 高

齢者の知識や経験を児童や生徒などの次世代に伝えていく活動を推進します。 

また、児童センター、老幼の館、保育園等では、遊びや各種行事を通じて子どもと

保護者、高齢者など様々な世代の交流を推進します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

児童センター 

管理運営事業 

利用者数 

（人） 
52,051 72,296 

 
   

他課確認中 

他課確認中 

他課確認中 
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② 就労支援 

●佐倉市シルバー人材センターへの支援 

公益財団法人佐倉市シルバー人材センターは、高年齢者就業援助法人として、就労

による高齢者の社会参加の促進及び地域社会に貢献することを目的として設立されま

した。協働・共助のもとに働くことを基本とし、会員による自主的・自立的運営を行

っています。今後も、高齢者の就業機会を確保し、就業の拡大と雇用の安定を図るた

め、佐倉市シルバー人材センターに対して支援します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

シルバー人材セ

ンター補助事業 

会員数 

（人） 
1,009 1,025 1,110 1,110 1,110 1,110 

就業延人数 

（人） 
103,679 105,056 108,000 108,000 108,000 108,000 

年間就業率 

（％） 
82.2 81.8 85.0 85.0 85.0 85.0 

●高齢者福祉作業所の活用 

６０歳以上の市民で構成する団体を対象に、高齢者の知識と経験を活かした就労や

収入等につながる技術の習得を図るための活動の場を提供するため、高齢者福祉作業

所の運用をしていきます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

 レインボープラ

ザ佐倉管理運営

委託事業 

利用団体数 

（団体） 
128 128 130 130 130 130 

利用者数 

（人） 
1,051 1,083 1,230 1,230 1,230 1,230 

●高齢者のための就業に関する相談及び情報提供 

働く意欲のある高齢者に就業機会の情報提供を行うため、定年退職者等の軽易な業

務等への就労を援助する佐倉市シルバー人材センターの活動等を広報します。また、

市とハローワーク成田が協力して設置運営する地域職業相談室により、高齢者の就労

情報を提供するほか、ホームページで就労に関する各種機関を紹介するなど、高齢者

等の就業機会の確保に向けた情報提供を行います。 
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

シルバー人材セ

ンター入会説明

会 

参加者数

（人） 
189 203 240 250 260 270 

地域職業相談室 

運営事業 

利用者数 

（人） 
9,796 7,915 

 
   

 

（４）敬老事業の推進  

市民の敬老意識の高揚を図るとともに高齢者の地域社会への参加及び生きがいの充実

を図るための取り組みを推進します。 

①  おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業の推

進 

若い世代を中心に、世代を超えた様々な人の敬老意識の高揚を図るとともに、高齢

者の地域社会への参加の推進や生きがいの充実を図ることを目的とした、地区社会福

祉協議会が主体で行う取り組みを支援していきます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

おじいちゃん・お

ばあちゃんありが

とうの気持ちを伝

えたい事業 

実施地区数

（地区） 
14 14 14 14 14 14 

敬老率※ 

（％） 
94 91 80 80 80 80 

 ※ お年寄り（地域貢献活動を行っているお年寄り）に対して尊敬していると感じる市民の割合 

 

②  敬老祝金の贈呈 

当該年度内に満 99 歳と満 100 歳に達する多年にわたり社会に尽くされてきた人の

長寿を祝うとともに敬老思想の高揚を図るため、敬老祝金を贈呈します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

敬老祝金贈呈事業 
対象者への
通知件数 

（件） 
113 122 160 190 190 190 

  

他課確認中 
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２ いきいき健康づくり 

（１）健康づくりの推進  

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと健康で安心した生活を送ること

ができるよう、健康の維持・増進等を目的とした各種の情報やサービスを提供し、高

齢者の健康維持・増進を推進します。 

また、難聴や視野障害、骨粗しょう症などの、加齢に伴う身体機能の変化について

の正しい知識の普及・啓発を図ります。 

① 心とからだの健康づくり 

佐倉市健康増進計画「健康さくら２１（第 2 次）」の基本理念「心もからだも健やか

で、幸福な生活が送れること」のもと、高齢者になっても、健康で自立して暮らすこ

とのできる期間を長く保つ「健康寿命の延伸」につながる取組みを推進します。 

【主な取組み】 

○ 生活習慣病について、正しい知識を普及啓発します。 

○ がん検診や特定健診（健康診査）の重要性を啓発し、受診を勧奨します。 

○ 健診の結果を健康づくりに役立てられるよう支援します。（健康教育、健康相談、

訪問指導、特定保健指導） 

○ 生活習慣病予防のために、野菜を多くとれるメニューを広めます。（食生活改善推

進員地区活動、出前健康講座、多様な広報媒体の活用） 

○ ロコモティブシンドロームの予防について普及啓発します。（出前健康教育、メタ

ボ予防のための運動習慣づくり教室、運動指導事業） 

○ 運動を始め、運動を習慣にできるよう環境の整備を推進します。（マイヘルスプラ

ン普及啓発事業、運動指導事業及び自由開放日の開催） 

○ 日常生活の中で、歩数を増やす方法や必要性について普及啓発します。（出前健康

講座、メタボ予防のための運動習慣づくり教室、健康相談、特定保健指導） 

○ 一緒に運動し励まし合うことができる仲間づくりを支援します。（関係各課・地域

の健康増進施設やスポーツ団体等と連携して運動に関する事業や運動している市

民団体の情報発信） 

○ こころの健康に関する正しい知識の啓発、相談窓口等を情報提供します。（こころ

の健康相談、講演会、出前健康講座、広報、ホームページ、リーフレット） 

 

② 歯と口腔の健康づくり 

「佐倉市歯科口腔保健基本計画」を平成 26年２月に策定し、市民の歯と口腔の健康づ

健康増進計画改定のため、後日調整 
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くりを計画的に推進しています。 

【主な取組み】 

○ 歯・口腔と生活習慣病との関係、噛むことの効果を普及啓発します。（出前健康教

育、糖尿病予防学習会、健康相談、広報） 

○ 歯科医師会と連携し、歯と口腔の健康づくりの取り組みを推進します。（歯ッピー

かみんぐフェア、よい歯のコンクール、市民公開講座） 

 

③  はり、きゅう、マッサージ等利用助成 

市民の健康の増進を図るため、市内在住の 60歳以上の方及び身体障害者手帳等

を所持している 18歳以上の市民のうち、はり、きゅう、 マッサージ等の施術を受け

る人を対象に、「はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成券」を交付し、費用の一部

補助を行います。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

はり･きゅう･ 

マッサージ等 

施設利用助成 

事業 

申請件数 

（件） 
3,125 3,103 3,500 3,500 3,500 3,500 

発行枚数 

（枚） 
34,704 34,428 38,750 38,750 38,750 38,750 

助成券 

利用率(％) 
51.2 50.6 48.0 48.0 48.0 48.0 

 

（２）スポーツ活動の推進  

「佐倉市スポーツ振興計画」に定める、ライフステージに応じた健康・体力づくりの

取り組みとして、高齢者のスポーツ活動を推進します。 

【主な取組み】 

○ 高齢者の生きがいづくりや仲間づくりなどにつながるよう、高齢者を対象とした 

各種スポーツ大会を開催する団体への支援を行います。 

○ 高齢者が無理なく、楽しみながら日常生活の一部として健康づくりや介護予防を行

えるよう、体操教室や学習会等を開催し、普及に努めるとともに、継続的に体操等

を行う「通いの場」を増やしていきます。また、佐倉ふるさと体操等、高齢者でも

気軽に行える体操を指導し広めるボランティアの育成と支援に努めます。  
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３ 介護予防の総合的な推進 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、一人ひとりが健康づくり

や介護予防の知識を持ち、実践しながら生活するとともに、生きがいづくりや社会参加の

場を確保することが重要です。 

高齢者の社会参加と自立した日常生活を促進し、要介護状態となることの予防、要介護

状態の軽減と重度化の防止を図ります。 

また、包括的な介護予防体制の確立のため、事業間の連携や専門職の積極的な関与など、

地域共生社会の実現に向けた体制強化に資する施策を推進します。 

 

（１）一般介護予防事業 

生きがい、役割を持って生活できる地域の構築を目指して、年齢や心身の状況に関係

なくすべての高齢者が参加できる、住民主体の通いの場を拡大・充実して、介護予防を

推進します。また、関係各課と連携し介護・医療・健診情報等を活用した介護予防と保

健事業の一体的な実施のための調整を進めます。 

① 介護予防把握事業 

閉じこもり等の何らかの支援を要する高齢者を、民生委員・児童委員、主治医、 関

係機関等からの情報提供により把握し、住民主体の通いの場や、訪問型・通所型短期

集中予防サービスへつなげます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

通いの場や短期集

中予防サービスへ

つながった人数 

件数 

（件） 
－ － － 40 45 50 

 

② 介護予防普及啓発事業 

介護予防の知識を普及啓発するため、講演会や各種教室、相談、出前講座等を実施

します。あわせて、広報やホームページ、回覧板等の媒体により介護予防の知識普及

に努めます。 

また、佐倉わくわく体操会等をきっかけとした住民主体の通いの場づくりを継続し

ます。 
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

介護予防教室等の

開催 

回数 

（回） 
376 561 560 570 575 580 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 

地域で介護予防の知識の普及と実践を担う介護予防リーダー等のボランティア養成

研修を実施します。また、住民主体の通いの場の充実を図るため、保健・医療の専門

職による助言等の関与により、住民運営の活動の場における効果的かつ継続的な介護

予防の取り組みを支援します。 

また、効果的な介護予防マネジメントや自立支援に向けたサービスを促進するため、

地域ケア会議やサービス担当者会議、介護者や介護職員に対して、リハビリテーショ

ンの視点から専門職による支援を行います。 

 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

介護予防ボランテ 

ィア養成 

新規養成

者数

（人） 

4 10 22 30 30 30 

活動支援補助金の交

付 

団体数 

（団体） 
29 30 30 40 40 40 

住民運営の介護予防

活動団体支援 

回 数 

（回） 
164 179 190 200 200 200 

週１回以上活動する 

通いの場 

か所数 

（か所） 
73 77 110 115 120 125 

参加者数 

（人） 
1,435 1,308 2,000 2,100 2,200 2,300 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等に対して、要介護状態等となること

の予防、軽減、悪化の防止と、地域で自立した日常生活を送る支援を実施します。人そ

れぞれの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活

や人生を送ることができるようにする自立支援を目的として実施する事業です。 

また、要支援者等のニーズの多様化に対して、専門職によるサービスの提供に加え、

地域の多様な主体が参画し、サービスを充実させることにより、要支援者等に対する効

果的かつ効率的な支援等を可能とし、地域の支え合いの体制づくりが推進されます。 

① 訪問型 

【主な取組み】 

○ 訪問介護相当サービス 

身体機能や認知機能の低下が見られ、専門職の支援を必要とする要支援者等に対

して、ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。このサー

ビスは、以前の介護予防訪問介護に相当するものです。 

○ 訪問型生活援助サービス（訪問型サービス A） 

身体機能等の低下により家事等に支援が必要な要支援者等に対して、市の研修を

修了した「生活援助ヘルパー」が居宅を訪問し、生活援助を行います（身体介護は

しません）。 

○ 住民主体の生活支援サービス（訪問型サービス B） 

住民主体の団体が要支援者等の日常生活（買い物援助、調理、ゴミ出し、電球の

交換、庭木の剪定、草取り、障子・網戸の張替え、布団干し、階段の掃除等）の支

援を行う事業費の一部を補助します。 

○ 訪問型短期集中予防サービス（訪問型サービス C） 

通常の通所サービスの利用が困難で、早期介入による閉じこもりの予防・改善、

生活機能の向上等の支援が必要な要支援者等に対し、市の保健・医療の専門職が住

まいを訪問し、介護予防相談と支援を行います。 

○ 法人主体の移動サービス（訪問型サービスＤ） 

一人では公共交通機関等を利用した外出が困難な要支援者等に対して、買い物、

通院、社会参加、介護保険サービス以外の通いの場及び集いの場等への送迎並びに

送迎前後の付添い及び見守りを行う者に対し、事業費の一部を補助します。 
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

訪問介護相当 

サービス 

利用者数 

（人） 
487 470 435 431 427 423 

訪問型生活援助

サービス 

利用者数 

（人） 
5 5 5 5 5 5 

訪問型サービス

Ｂ補助金の交付 

団体数 

（団体） 
6 6 5 6 7 8 

訪問型サービス

Ｄ補助金の交付 

団体数 

（団体） 
2 2 2 2 2 2 

 

② 通所型 

【主な取組み】 

○ 通所介護相当サービス 

身体機能や認知機能の低下が見られ、専門職の支援が必要な要支援者等に、通所

介護施設（デイサービスセンター）が行う、食事・入浴・排泄などの日常生活上の

支援や、生活機能向上のための支援を行います。このサービスは、以前の介護予防

通所介護に相当するものです。 

○ 通所型短期集中予防サービス（通所型サービス C） 

短期間の集中的な支援により心身機能や社会参加の回復が期待できる要支援者

等に対して、市の保健・医療の専門職による介護予防プログラムを、通所形式で実

施します。 

○ 法人主体の通所型サービス 

身体機能や認知機能の低下が見られ、専門職の支援を必要とする要支援者等に対

して、社会福祉法人等が自ら管理運営する市内の介護保険施設等でボランティアと

共同で行う、保健・医療・福祉の専門職による閉じこもり予防や自立支援に資する

活動を行う法人に対して事業費の一部を補助します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

通所介護相当 

サービス 

利用者数 

（人） 
919 1,000 1,047 1,075 1,104 1,134 

通所型短期集中 

予防サービス 

利用者数 

（人） 
11 10 8 12 14 16 

法人主体の通所型 

サービス 

団体数 

（団体） 
2 2 2 2 2 2 
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③ 介護予防ケアマネジメント 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジ

メントを提供します。  

   介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センター職員等を中心として、本人や

家族と話し合い、自立に向けた目標の達成に取り組んでいけるよう、介護予防の取り

組みや適切なサービスの利用を支援し、ケアプランの作成を行います。  

   また、介護予防ケアマネジメントの質の向上を図るため、地域ケア会議等を活用し

た多職種の連携のもとでの個別事例検討や、地域包括支援センター職員向けにケアプ

ランチェックを実施します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

介護予防ケアマネ 

ジメント 

要支援相当 

者数（人） 
3,016 3,102 3,190 3,279 3,371 3,465 

延べ利用者 

数 （人） 
8,710 8,538 8,833 8,818 8,803 8,788 
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第２章「安心な生活の確保」 

～住み慣れたまちで自分らしく暮らすために～ 

 

１ 安心できる在宅福祉サービスの提供 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症の高齢者のうち特に支援が必要な人

に対して、生活の質の維持等を図るため、介護保険外の在宅福祉サービス等を提供しま

す。 

 

（１）ひとり暮らし・高齢者世帯を支える在宅福祉サービス  

① 高齢者等ふれあい配食サービス 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などで、心身の障害等の理由で調理や買い

物が困難な人に、居宅での生活を支援するため、週に１～５回、夕食を配達します。

配達は、本人に直接手渡しして、安否確認を行います。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

高齢者等ふれあい 

配食サービス 

配食対象者

数 （人） 
138 177 195 210 225 240 

延べ配食数 

（食） 
15,463 17,549 18,480 19,400 20,300 21,100 

② 緊急通報装置の貸与 

一人暮らしの高齢者等を対象に、疾病・災害等による不測の緊急時に即応するため、

居宅に設置する緊急通報装置を貸与します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

緊急通報装置の 

貸与 

貸与対象者

数 （人） 
161 224 274 330 385 420 

 

③ 高齢者台帳への登録 

一人暮らしの高齢者や認知症、寝たきり高齢者等のうち希望者について、見守りや

緊急時の対応、各種福祉サービス利用等に役立てる高齢者台帳を作成し、市と民生委

員・児童委員、地域包括支援センターの三者で情報を共有します。  
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（２）在宅生活における介護者等への負担軽減  

① 紙おむつ等の購入費用助成 

要介護３～５の認定を受けた 65歳以上の市民を対象として、ご本人とご家族の負担

を軽減するため、対象者が使用する紙おむつ等の購入費用の一部を助成します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

紙おむつ等購入 

助成事業 

申請件数

（件） 
1,340 1,426 1,404 1,670 1,780 1,890 

助成券利用 

実績（件） 
19,651 20,990 20,250 24,000 25,500 27,000 

② 訪問理美容出張費用の助成 

高齢者や障害者のみの世帯の 65歳以上かつ介護度が要介護４以上で、疾病等の理由

で外出が困難な人を対象に、居宅で理容または美容のサービスを受ける場合の出張費

用の一部を助成します。 

 

③ 生活管理指導短期宿泊（ショートステイ） 

基本的な生活習慣の欠如や対人関係が成立していないなど社会的対応が困難で、介

護保険サービスの対象外の高齢者に対して、養護老人ホームにおける短期間の宿泊に

より日常生活に対する指導・支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助

します。 

 

④ 福祉タクシー利用料金の助成 

高齢者台帳に「寝たきり」と登録されている人に、福祉タクシー券、福祉寝台車券

を交付し、外出のためタクシーを利用する場合の料金の一部を助成します。   

 

⑤ 介護者教室 

介護家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、「介護者教室」を開催し、現に介

護中の人やこれから介護する予定の人を対象にした、介護に関する基本的な知識や制

度についての講座や実習と介護相談を行います。 

 

⑥ 介護者のつどい 

介護家族の精神的負担の軽減を図るため、介護に関する学習や介護者自身の健康管

理、情報交換等を通じて支援を行う「介護者のつどい」を開催します。  
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

介護者教室 

開催回数

（件） 
- - - 20 20 20 

延べ参加者  

数 （人） 
- - - 300 320 340 

介護者のつどい 

開催回数

（件） 
25 36 40 40 40 40 

延べ参加者

数 （人） 
133 206 385 400 410 420 

 

⑦ 介護マークの交付 

介護中であることを周囲に理解されるための介護マークを、介護をする人に交付し

ます。また、広報やホームページ等により、制度の普及啓発に努めます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

 介護マークの 

交付 

交付枚数 

（枚） 
2 11 10 10 10 10 

 

（３）見守り支援・もしもの時の支援  

① 安心カードの交付 

外出時に携行することで万一の救急時や災害時に第三者に持ち主の情報を提供し、

適切な対応に役立てるため、持病やかかりつけ医の連絡先等を記載できる名刺サイズ

の安心カードを、市内在住の 65歳以上の人など希望する方に配布します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

安心カード用紙

配布事業 

配布場所 

（か所） 
15 15 15 15 15 15 

 

② 救急医療情報キットの給付 

緊急時等に必要な情報（かかりつけ医療機関、持病・服薬、緊急連絡先等）を記入

して冷蔵庫内に保管することで、万一の救急時や災害時の適切な対応につなげるため、

救急医療情報キットを市内に居住する 75歳以上の人に給付します。 
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

高齢者安心キッ

ト給付事業 

周知回数 

（回） 
2 2 2 2 2 2 

配布数 

（枚） 
2,496 3,230 3,400 3,500 3,200 3,000 

 

③ 佐倉市高齢者見守り協力事業者ネットワーク 

高齢者の異変等を発見した場合に、市や地域包括支援センターに連絡する協定を、

地域の事業者と締結しています。協定事業者の協力により、高齢者を地域においてさ

りげなく見守ることで、早期の対応を図ります。あわせて、協定締結事業者の拡大に

努めます。 

 

④ ２市１町ＳＯＳネットワーク 

徘徊等で行方不明になった認知症高齢者等を迅速に発見するため、佐倉市、八街市、

酒々井町と、佐倉警察署、佐倉警察署管内防犯組合連合会、佐倉市八街市酒々井町消

防組合で構成する２市１町ＳＯＳネットワーク連絡協議会からＦＡＸや防災無線等に

よる情報提供を行い、市民に捜索への協力を呼びかけます。 

認知症高齢者等が行方不明となったときの早期発見と安全の確保のため、事前登録

により、「ＳＯＳステッカー」（靴のかかと部分に貼る登録番号入りの反射ステッカー）

を交付します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

２市１町ＳＯＳ 

ネットワーク 

捜索回数 

（回） 
31 34 40 35 35 35 

事前登録者数 
ステッカー 
交付数 

35 59 40 40 40 40 
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⑤ 高齢者見守り事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、見守り体制の

強化を図ります。地域の高齢者の小さな異変に気付き、必要な支援へつなげていける

よう、見守りの必要性についての周知・啓発を行います。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

 見守りに関する  

啓発パンフレット 

配架施設数 

（カ所） 
－ － － 65 66 67 
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２ 認知症にやさしい佐倉の推進 

急速な高齢化の進展に伴い認知症の方が増加しています。認知症の人が

尊厳を保持しつつ希望をもって暮らすことができるよう共生社会の実現

を推進していきます。 

また、認知症の人とその家族等が地域において安心して日常生活を営む

ことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進していきます。 

 

（１）認知症の理解を深めるための普及・啓発  

① 認知症サポーター養成講座 

認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解、接し方などを学び、

認知症の人とその家族を地域であたたかく見守る「認知症サポーター」を養成するた

めの講座を開催します。 

認知症の人と特に関わることの多い小売業・金融機関・公共交通機関等の従業員、

こどもや学生に対する養成講座の拡大に努めます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

認知症サポータ

ー養成講座 

開催回数 

（回） 
26 30 35 40 45 50 

受講者数 

（人） 
712 618 620 1,000 1,300 1,700 

サポーター 

数 （人） 
22,504 23,122 23,623 24,223 24,923 25,723 

 

② 認知症の人本人からの発信支援 

地域で暮らす認知症の人本人からの発信の機会が増えるよう、本人とともに普及啓

発に取り組みます。 

あわせて、認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるため

に、社会の理解を深め、地域の人が認知症に関する正しい知識と理解を持って、認知

症があってもなくても同じ社会の一員として地域をともに創っていけるよう、支援体

制づくりや認知症の理解の促進に努めます。 

 

③ 認知症サポート医、認知症専門医による普及・啓発 

講座の開催等を通じ、地域住民や認知症の人の家族、介護サービス関係者等に認知

症の正しい知識の普及を図ります。 
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④ 広報やリーフレットなどによる、認知症の理解促進等 

広く市民の認知症への理解を深めるとともに、認知症の人やその家族が、早期の気

づきにより医療・介護の専門職への適切な相談ができるよう、広報活動を行います。 

世界アルツハイマーデー（毎年９月 21日）を中心として、世界アルツハイマー月間

である９月において、認知症に関するイベントや認知症サポーター養成講座の実施、

普及啓発に係る取り組みを行い、認知症の理解の促進を図ります。 

 

（２）予防  

生活習慣病の予防、運動不足の改善、コミュニケーションの機会の確保、社会的孤立

の解消や役割の保持等、認知症の予防に関連する情報の収集、普及啓発及び地域におい

て高齢者が身近に通うことのできる「通いの場」の拡充に努めます。 

（第１章「３ 介護予防の総合的な推進」参照） 

 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援  

①認知症初期集中支援チームによる支援 

認知症の人と医療受診や介護サービスを受けていないものの認知症が疑われる人を

対象に、各地域包括支援センター内の「認知症初期集中支援チーム」と認知症サポー

ト医が支援計画を作成し、受診や介護サービスへの利用支援等の初動対応を包括的・ 

集中的に行うことで、家族負担の軽減と在宅生活の継続を支援します。 

② 認知症地域支援推進員活動の支援 

認知症施策の推進役を担う認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに配置

し、認知症の人を支える地域資源の把握や認知症施策の普及促進、チームオレンジの

活動支援及び推進、医療と介護の連携づくりを推進します。 

③認知症カフェ（オレンジカフェ）の開設 

認知症の人と家族、地域住民、専門職が集う「認知症カフェ（オレンジカフェ）」を

開設し、認知症の人を支えるつながりと、認知症の方の家族の介護負担を軽減します。 

④ 物忘れ相談の実施 

物忘れや認知症について不安がある人とその家族を対象に、専門医等による物忘れ

相談を実施します。受診の必要性の判断と、軽度認知障害（ＭＣＩ）の早期発見によ

り、認知症予防の支援につなげます。 

⑤ 多職種連携研修会の開催 

認知症のケアには多職種の協働が必要なため、知識や技術の習得を目的とした合同
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研修会を開催し、連携した支援体制づくりを進めます。 

⑥ 認知症連携シート「さくらパス」等の積極的な活用推進 

認知症の人と家族を支える多職種が連携し、情報を共有するため、連携パスの活用

を促進します。 

⑦ 家族介護支援事業（介護者教室・介護者のつどい）の開催 

介護家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、「介護者教室」を開催し、現に介

護中やこれから介護する予定の人を対象にした、基本的な介護に関する学習や実習と

介護相談を行います。 

介護家族の精神的負担の軽減を図るため、介護に関する学習や介護者自身の健康管

理、情報交換等を通じて支援を行う「介護者のつどい」を開催します。 

（第２章「１ 安心できる在宅福祉サービス」（２）⑤⑥の再掲） 

⑧ 認知症の「共生」と社会参加活動の推進 

認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があって

もなくても同じ社会でともに生きる「共生」社会の構築を目指します。また、認知症

の人のつながりを支援し、家族等の介護負担の軽減を図りながら、認知症の人が地域

において役割を担い、生きがいをもった生活を送れるよう、支援体制づくりを進めま

す。 

⑨ 認知症の人の意思決定に基づく支援体制の整備 

認知症の人の意向を尊重し、その尊厳を保持しつつ、切れ目なく保健医療サービス、

福祉サービス等が提供されるよう、支援体制づくりを進めます。 

 

⑩ 若年性認知症の人への支援、社会参加支援 

若年性認知症についての周知と理解の促進、相談機関や医療へのコネクトを図りな

がら、若年性認知症の人の就労等に関する情報等を提供し、孤立させない支援体制づ

くりを推進します。 

 

 

 

 

  



 

21 

 

○ 「認知症初期集中支援チーム」と「認知症地域支援推進員」 

 

 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

認知症カフェ 

（オレンジカフ

ェ） 

設置個所数 

（箇所） 
5 5 6 6 7 8 

物忘れ相談 
開催数 

（回） 
－ － － 12 12 12 

多職種連携研修 
開催数 

（回） 
－ － － 5 6 6 

認知症地域支

援・ケア向上事

業推進補助金 

交付団体数 

（団体） 
－ － － 5 6 7 
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（４）認知症バリアフリー、社会参加支援  

① 認知症高齢者声かけ訓練の実施 

認知症の高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地

域の見守り支援体制を整えるため、認知症高齢者に対する声のかけ方訓練を実施しま

す。 

② チームオレンジ活動推進 

地域に暮らす認知症の人と家族の困りごと等の支援ニーズと、認知症サポーターを

中心とした支援者をつなぐ仕組み「チームオレンジ」を整備し、認知症の本人や家族

を含めた登録者数を増やし、地域における支援ニーズの把握や認知症の理解促進、本

人発信支援等についての活動を推進します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

チームオレンジ

の整備 

新規登録者

数（人） 
－ － － 6 7 8 

 

③ 高齢者の虐待防止ネットワークの活用 

高齢者虐待の防止と早期発見・早期対応・再発防止を図るため、市内の関係機関・

団体等が連携を強化するために設置している「佐倉市高齢者虐待防止ネットワーク」 

を活用した関係機関によるケース検討会議の開催や、専門機関等と連携した様々な支

援・対応を進めます。（第２章「４権利擁護と地域での見守り」（３）②を引用） 

 

④２市１町 SOS ネットワーク 

徘徊等で行方不明になった認知症高齢者等を迅速に発見するため、佐倉市、八街

市、酒々井町と、佐倉警察署、佐倉警察署管内防犯組合連合会、佐倉市八街市酒々

井町消防組合で構成する「2 市 1 町ＳＯＳネットワーク連絡協議会」からＦＡＸや

防災無線等による情報提供を行い、市民に捜索への協力を呼びかけます。 

認知症高齢者等が行方不明となったときの早期発見と安全の確保のため、事前登

録により、「ＳＯＳステッカー」（靴のかかと部分に貼る登録番号入りの反射ステッ

カー）を交付します。 

（第２章「1 安心できる在宅福祉サービスの提供」（３）④の再掲） 
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３ 在宅医療・介護の連携と推進 

２０４０年に向かい、佐倉市の総人口は減少する中、高齢者人口の割合は増加し、医

療・介護サービスの一層の需要増加が想定されます。 

人生において、常に健康状態が変化する中、高齢期になると、加齢に伴う心身機能の

衰えから日常生活において医療や介護が必要となることや、容態が急変して入院するこ

ともあります。また、退院後は在宅医療や介護、在宅療養中の様態急変、看取りに至る

ことなどが想定されることから、在宅療養者が医療・介護サービスを必要とする場合に

は、両者が連携して高齢者が住み慣れた地域で最後まで生活ができるよう支援していく

必要があります。 

 

（１）日常療養の支援 

医療・介護関係者の多職種連携・協働により、患者・利用者・家族の日常の療養

生活を支援することで、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた

地域で生活が送れるよう支援します。 

 

（２）入退院支援  

入退院の際に、医療機関・介護事業所等が情報を共有し、協働することにより、

一体的で円滑な医療・介護サービスが提供されることで、医療・介護の両方を必要

とする高齢者が希望する場所で日常生活を過ごすことができるよう支援します。 

 

（３）急変時の対応 

医療・介護・救急（消防）が連携することにより、在宅で療養する医療・介護の

両方を必要とする高齢者の急変時にも、本人の意思も尊重された対応を適切に行う

ことができるよう支援します。 

 

（４）看取りの対応  

在宅で療養生活を送る医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、本人が望

む場所で人生の最終段階を迎えることができるよう支援します。 
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

在宅医療・介護連絡

会議の開催 
開催数 － － － 1 1 1 

多職種の連携推進と

資質向上のための多

職種研修会等の開催 

開催数 － － － 2 2 2 

市民への啓発活動 啓発回数 － － － 5 6 7 

 

４ 権利擁護と地域での見守り 

高齢者が住みなれた地域で尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができるよう、

成年後見制度の普及と制度の活用の促進を図ります。また、地域の関係機関と連携して、

支援を必要とする人の早期発見と適切な支援につなげるための体制づくりを進めます。 

 

（１）成年後見制度  

① 成年後見制度利用促進 

「佐倉市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、制度の利用促進に取り組むと

ともに、中核機関（佐倉市成年後見支援センター）が主軸となり関係機関と連携しな

がら、制度利用に係る相談や、後見人の支援等を行います。また、弁護士会等の士業

団体や民間団体と協力して講演会の開催等を行い、成年後見制度の普及啓発と利用の

促進を図ります。 

 

② 成年後見審判請求事務等 

成年後見制度の利用が必要にもかかわらず親族による申立が期待できない高齢者に

ついて、市長が家庭裁判所へ審判の請求を行います。あわせて、費用負担が困難な場

合に、申立費用や後見人等の報酬を助成します。 

 

（２）地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）  

認知症等により判断能力が不十分なため、生活上に何らかの問題を抱える高齢者が、

地域において尊厳のある生活を維持し安心して生活を送ることができるよう、福祉サー

ビスの利用手続きの代行や日常的金銭管理等の援助を行っている佐倉市社会福祉協議会

につなぐ等、地域と連携して支援をしていきます。 
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（３）高齢者の虐待防止  

高齢者虐待は、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応とともに、高齢者と養護者

への支援が必要です。地域住民や民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会等による地

域の見守りを行うとともに、「虐待防止ネットワーク」を活用して、高齢者と養護者に対

する支援を行います。 

① 高齢者をとりまく地域における見守り意識の高揚 

高齢者虐待の早期発見には、高齢者のわずかな異変を察知できる、居住する地域の

人々等による日常における気付きが重要です。このため、「佐倉市家庭等における虐待・

暴力対策ネットワーク会議」等による関係機関の情報共有と連携の強化を図るととも

に、広報やホームページ等を活用し、高齢者虐待に関する正しい知識の普及と、虐待

防止への地域の意識の高揚を図ります。 

 

② 佐倉市高齢者虐待防止ネットワークの活用 

高齢者虐待の防止と早期発見・早期対応・再発防止を図るため、市内の関係機関・

団体等が連携を強化するために設置している「佐倉市高齢者虐待防止ネットワーク」 

を活用した関係機関によるケース検討会議の開催や、専門機関等と連携した様々な支

援・対応を進めます。 

 

（４）老人ホームへの適切な入所措置  

在宅において日常生活を営むのに支障がある６５歳以上の高齢者に対し、心身の状況、

その置かれている環境の状況等を総合的に勘案して、老人福祉法第１１条の規定による

老人ホームへの入所等の措置を適切に行っていきます。 
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５ 在宅生活を支える体制の充実 

（１）生活支援体制の整備  

増加する一人暮らしの高齢者世帯や高齢者のみ世帯、認知症の高齢者に対して、医療、

介護のサービスだけでなく、様々な生活支援サービスを提供する主体と協力することや、

多様な地域資源を活用することで、様々な日常生活支援の提供体制を充実させていきま

す。  

さらに、高齢者が就労的活動等の役割をもって社会参加していく取り組みを検討して

いきます。 

① 生活支援コーディネーターの配置 

各地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置し、地域の高齢者支援

のニーズと地域資源の状況の把握、マッチングを行い、生活支援等サービス提供体制

整備の推進に努めます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

生活支援コーデ

ィネーター 

配置人数 

（人） 
－ － － 5 5 5 

 

② 協議体の設置及び運営 

生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの多様な関係機関の定期的な情報

共有及び連携・協働による取組を推進するため、協議体を随時設置し、高齢者の生活

を支える仕組みづくり、ネットワーク化を進めていきます。協議体には、地域住民や

関係団体等が参加し、地域の中での課題や不足する資源について、課題解決及び資源

開発に向けた検討を行います。また、民間企業等との連携も進めてまいります。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

協議体 
開催回数 

（回） 
5 14 15 30 32 34 

 

（２）地域ケア会議の推進  

包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施、また、介護等が必要な高齢者

の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくため、地域ケア個別会議と地域
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ケア推進会議を実施します。 

① 地域ケア個別会議の実施 

医療・介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、NPO法人、社会福祉法人、ボ

ランティア等地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援

を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援しま

す。また、高齢者が尊厳を保持しながら、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるよう、多職種が連携しながら自立支援に資するケアマネジメン

ト、ケアを提供するため、介護予防のための地域ケア個別会議の体制を強化していき

ます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

地域ケア個別会

議（課題解決型） 

実施件数 

（件） 
－ － － 25 25 25 

介護予防のため

の地域ケア個別

会議（自立支援

型） 

実施件数 

（件） 
－ － － 50 50 50 

 

② 地域ケア推進会議の実施 

個別事例を検討する会議から地域課題の抽出を行い、民生委員、NPO法人、社会福祉

法人及びボランティア等、多様な関係者と連携しながら、地域課題の解決を検討して

いきます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

地域ケア圏域推進

会議 

開催回数 

（回） 
－ － － 10 10 10 

地域ケア推進会議 
開催回数 

（回） 
－ － － 1 1 1 
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６ 高齢者が暮らしやすい住環境の整備 

（１）福祉のまちづくりの推進  

高齢者が安心・安全に行動できる都市環境を目指して、市民、民間事業者等との連携

を強化し、計画的な「福祉のまちづくり」を推進します。 

① 福祉のまちづくりの推進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）や「千

葉県福祉のまちづくり条例」に準拠して、公共施設のバリアフリー化、安全で快適な

歩行環境整備など各種事業を推進します。 

 

② 公共公益施設等の整備におけるユニバーサルデザイン化の推進 

公共公益施設等の整備では、バリアフリー法や千葉県福祉のまちづくり条例に従い、

高齢者、障害者等が円滑に利用できるユニバーサルデザイン※による施設づくりを行い

ます。また、「バリアフリー法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」に該当する開発行

為や商業施設等の整備について、事前協議段階より、高齢者・障害者等が円滑に利用

できるユニバーサルデザインによる整備を要請します。 

   ※ユニバーサルデザイン 

     普遍的な、全体の、という意味が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害

の有無などにかかわらず、最初から出来るだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。 

 

（２）安心して利用できる交通基盤の整備  

高齢者が道路等の公共空間や公共交通を利用する際に障害となる、段差、自動車や自

転車の通行等の危険・不都合な場所の改善解消を図り、全ての人が安心して利用できる

よう、さまざまな交通基盤の整備や施策の推進に努めます。 

① 道路整備 

高齢者等が安心安全に移動できるように、市街地における歩道の整備、視覚障害者

用誘導ブロックの整備、車いすに対応した歩道幅員の確保、勾配や段差の解消等の対

策を推進します。また、主要な道路における電線類の地中化等による電柱などの障害

物の排除、坂道や階段における手すりの設置、休憩スペースの確保等高齢者等の負担

軽減を図ります。  
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② 公共交通の整備 

高齢者等の社会参加の促進や日常生活における移動手段の確保のため、民間路線バ

スや佐倉市コミュニティバス等による公共交通網の維持、充実を図っていきます。ま

た、エレベーターやエスカレーター、車いす対応トイレの設置が未整備の鉄道駅につ

いては、公共交通事業者の整備計画等を踏まえて、支援をしていきます。 

 

③ 交通安全の推進 

高齢者・障害者等が安心して歩行できる空間づくりを目指し、信号機や標識などの

交通安全施設の整備を関係機関に要請します。あわせて、高齢者等の安全・安心な外

出や移動を確保するため、高齢者等の通行に配慮した自転車・自動車の走行、駐輪・

駐車マナー等の啓発を行い、交通安全を推進します。また、交通安全の啓発資料を配

布して、高齢者自身の安全対策を呼びかけます。 

 

④ 移動が困難な高齢者に対する支援 

ＮＰＯ、公益法人、社会福祉法人等が、要介護者や身体障害者等に対して実施する

福祉有償運送について、福祉有償運送運営協議会において指導、助言します。 

移動が困難な高齢者等に対し通院や買い物等の移動を支援する外出支援サービスや

宅配サービスを行う事業者等について、必要とする人への情報提供に努めます。 

 

（３）高齢者が生活しやすい住まいの整備  

高齢者が暮らしやすい住まいの整備を図るとともに、住まいに関する相談活動や情報

提供に努めます。また、高齢者等が安心・安全で快適に生活することができるよう、介

護保険サービスによる住宅改修費の支給を行います。 

① 市営住宅の改修 

高齢者が安全・安心に市営住宅に居住することができるよう、改修にあわせてバリ

アフリー化を進めていきます。 

 

② 高齢者に配慮したまちづくり・住宅づくりの誘導 

「バリアフリー法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づき、高齢者等に配慮

したまちづくり・住宅づくりを推進するよう、事業者（開発事業者・建築主等）に対

して要請・指導を行います。 

また、有料老人ホームについては、千葉県と情報の共有を図りつつ、通院や買い物

等に不便が生じないよう配慮した立地等、高齢者が安心して住み続けることのできる

住まいの整備を図ります。 
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③ 介護保険サービスにおける住宅改修費支給 

要支援・要介護の認定を受けている人に対し、必要に応じてリハビリテーション専

門職等による点検を行いながら、介護保険サービスによる住宅改修費を支給します。 

 

④ 高齢者の住まいに関する情報提供、相談活動 

高齢者の住まいに関する相談に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人及び佐倉市

住宅相談協議会との連携による対応や、空き家バンク制度、近居・同居住替支援事業

等補助制度の周知により、相談活動や情報提供を行います。 

また、住宅確保に配慮が必要な高齢者等が、適切に住宅を確保できるよう、千葉県

住まいづくり協議会やと連携して、住まい探しや居住支援サービスに関する情報提供

等を行います。 

 

⑤ 高齢者施設の整備方針について 

令和 22年（2040年）の人口状況を視野に入れ、かつ、地域包括ケアシステムの進展

を考慮して、第９期計画期間における適正な施設整備を進めます。 
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７ 地域包括支援センターの運営 

（１）安定した事業運営  

地域の高齢者の総合相談や権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防等の必要な援

助などを行い、日常生活の安定及び福祉の増進を包括的に支援します。 

また、より暮らしやすい地域になるよう、地域の民生委員、自治会・町内会、医療機

関、ケアマネジャーなど、様々な関係機関とのネットワークの構築を進め、高齢者を支

援します。 

① 地域包括支援センターの設置 

地域の高齢者の包括的な支援を行うため、日常生活圏域ごとに１か所、計５か所の

地域包括支援センターを設置します。 

 

② 専門職の配置 

相談者のさまざまなニーズに応えられるよう、地域包括支援センターごとに福祉や

保健の専門職を配置します。また、生活支援コーディネーター等を配置し、介護予防

や生活支援サービスの提供体制の充実を図ります。 

○ 配置基準 

地域包括支援センターの円滑な運営のため、保健師、社会福祉士及び主任介護支援

専門員の３つの職種（準ずる者を含む。以下「３職種」という。）を配置するものとし、

その人員配置基準は、以下のとおりとします。 

【ア 第１号被保険者（６５歳以上高齢者）数が 6,000 人未満の場合】 

第１号被保険者 

（65歳以上高齢者） 

職種及び職員数  

保健師・看護師 社会福祉士 主任介護支援専門員 

概ね 1,000人未満 ３職種のうち１～２名 

1,000人 ～ 1,999人 ３職種のうち２名 

2,000人 ～ 2,999人 １名 いずれか１名 

3,000人 ～ 5,999人 １名 １名 １名 

（「佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例」第３条） 
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【イ 第１号被保険者（６５歳以上高齢者）数が 6,000 人以上の場合】 

圏域の高齢者人口及び面積を考慮し、以下のとおりとします。 

Ａ．志津北部、志津南部、臼井・千代田、佐倉圏域    Ｂ．根郷・和田・弥富圏域 

 

○職員配置体制 

３職種（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員）を配置するほかに、介護予防

及び認知症の総合的支援の実施、在宅医療・介護の連携と推進に必要な人員として常

勤換算で１名の専門職、生活支援体制整備事業の実施に必要な人員として常勤換算で

１名の専門職の計２名（３職種以外でも可）を配置します。 

【ア 志津北部地域包括支援センター配置人数】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

配置人数 

３職種 

（人） 
7 7 7 7 7 7 

その他職員 

（人） 
2 2 2 2 2 2 

【イ 志津南部地域包括支援センター配置人数】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

配置人数 

３職種 

（人） 
6 6 6 6 6 6 

その他職員 

（人） 
2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

圏域の高齢者数 

3 職種の数 

圏域の高齢者数 

3 職種の数 
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【ウ 臼井・千代田包括支援センター配置人数】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

配置人数 

３職種 

（人） 
7 8 8 8 8 8 

その他職員 

（人） 
2 2 2 2 2 2 

【エ 佐倉地域包括支援センター配置人数】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

配置人数 

３職種 

（人） 
6 6 6 6 6 6 

その他職員 

（人） 
2 2 2 2 2 2 

【オ 南部地域包括支援センター配置人数】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

配置人数 

３職種 

（人） 
6 6 6 6 6 6 

その他職員 

（人） 
2 2 2 2 2 2 

 

（２）相談体制の充実と相談機関の連携  

高齢者やその家族の様々な困りごとや相談に対し、相談者に寄り添いながら丁寧な対

応を行うとともに、的確な情報の提供や助言を行います。 

また、貧困や障害、ヤングケアラーなどの複合的な問題を抱えるケースにおいては、

社会福祉、障害福祉、児童福祉など他の分野の相談機関と連携し、効果的な支援を行い

ます。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

総合相談 
相談件数 

（件） 
5,120 5,990 6,080 6,170 6,270 6,360 

 

 

（３）専門職による介護支援専門員の支援体制  

地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例などについて、より具体的・専門的な

介護に関する助言や情報の提供の支援を図ります。 
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

介護支援専門員 

相談件数 

相談件数 

（件） 
919 930 935 940 945 950 

 

（４）圏域間の連携  

市及び各地域包括支援センター間で日常生活圏域において把握された課題や解決策

について情報を共有し、より強固な体制づくりを推進します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

連携会議 
会議回数 

（回） 
18 19 19 20 20 20 

 

（５）地域包括支援センターの事業評価  

地域包括支援センター業務を点検するための仕組みを検討し、実際に評価した結果

を事業の改善や適切な運営に反映できるよう、適正な評価を実施します。 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

事業評価(国)  
得点率 

（％） 
－ － － 93.0 93.0 93.0 
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８ 災害・感染症対策の推進 

近年、大地震、風水害による大規模な災害や、感染症の流行等により高齢者が犠牲とな

るケースが多く発生しています。 

高齢者は、運動能力の低下等で迅速な避難行動等が取り難いため災害の犠牲になりやす

く、また、老化や生活習慣病等による抵抗力の減退等に伴い感染症に罹患すると重症化の

危険性が高いことから、これらの危機に関する対策の充実を図る必要があります。 

 

（１）災害への対策  

「佐倉市地域防災計画」等に沿って、地震や風水害等災害時における高齢者の生活を

支える取り組みを進めます。 

① 高齢者施設の整備方針について 

東日本大震災を契機として、社会福祉法人と協定を締結し、市内の社会福祉施設を

高齢者等の福祉避難所として活用する体制を築いています。さらに新設される施設と

の協定締結を推進するとともに、地域団体等と連携した避難訓練や検討会等の実施な

ど災害時の実行性を高めるための取り組みを進めます。あわせて、被災時における施

設のライフライン等確保のための検討を進めます。 

 

② 在宅避難者への対応 

地域包括支援センターや民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ＮＰＯ、自治会・

町内会、自主防災組織、ボランティア団体、福祉サービス事業者等が連携して、在宅

で避難生活をおくる要配慮者に対する訪問等による健康状態の確認や福祉ニーズの把

握のための連絡体制の整備を図ります。 

 

③ ＢＣＰ（業務継続計画）について 
令和３（2021）年度介護報酬改定において、感染症や災害が発生した場合であって

も、 

必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サ 

ービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミ 

ュレーション）の実施等が義務づけられました。 

第９期計画期間以降は、すべての介護サービス事業所において策定・実施されてお

り、策定した業務継続計画が有効に機能するように、市として支援します。 
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（２）感染症等による健康危機への対応  

「佐倉市新型インフルエンザ等対策行動計画」等に沿って、新型インフルエンザ、新

型コロナウイルス感染症等の感染症に対し、正しい知識を持って予防策を実践できるよ

う、適切でわかりやすい広報等による啓発に努めるとともに、関係機関等との連携協力

の下に、感染症のまん延予防に努めます。 
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第３章「介護」 

～いつまでも自分らしく生きるために～ 

 

１ 介護保険制度の適正な運営 

団塊の世代が後期高齢期となる令和７年（2025年）を計画期間中に迎え、必要とされる

サービス水準を確保し、適正に介護保険サービスの提供を行えるよう、介護基盤の充実促

進と、保険者機能の向上を図るための体制を整備します。 

 

（１）介護保険サービスの推進   

介護を必要とする状態となっても、できる限り住み慣れた自宅で個人の尊厳を保ちな

がら、安心して暮らし続けることができるよう、引き続き在宅サービスの充実を図りま

す。また、自宅での生活が困難となった場合でも、住み慣れた地域での生活を継続でき

るよう、介護サービス基盤の整備を進めます。あわせて、高齢者が安心して必要なサー

ビスを受けることができるよう、地域の実情に応じて介護保険サービスの基盤を確保し

てまいります。 

 

① 事業所の整備 

一般高齢者等の調査で、介護が必要になった場合に在宅介護を希望するとの回答が

37.3％と多数を占めていること等を踏まえ、訪問看護や訪問リハビリテーション等の

在宅生活を支える居宅サービス、24時間対応可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看

護や小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サー

ビスの充実を図ります。  

なお、施設サービスの整備目標策定にあたっては、市内全域を基本単位とし、サービス

提供事業者をはじめ、地域の関係者と整備の在り方を議論しながら、原則公募によりサー

ビス基盤の整備を進めます。 

 

②事業者への支援 

介護保険サービス事業所の運営や経営状況、サービス提供の状況把握に努めるとと

もに、利用者が安心してサービスを受けることができるように、きめ細やかな相談対

応や事故防止に向けた適切な助言を行うことにより、事業者のサービスの質の向上を
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図ります。あわせて、介護保険サービス事業者間で構成する各種連絡協議会等との連

携を図り、事業者相互の情報交換や研修会等の活動を支援します。 

また、事業所指定届や変更届等、その他書式を国の標準様式に統一するほか、メー

ル等による申請受付や電子申請の受付体制の整備により、文書事務の負担や来庁負担

の軽減を図ります。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類へ移行されまし

たが、引き続き感染者が発生することが見込まれることから、流行下においても介護保

険サービスが安定的に提供できるよう、引き続き介護現場の安全確保を図るため、介護

保険サービス事業所に対し必要な支援を行います。 

③共生型サービスの円滑な導入 

佐倉市では、平成 29年（2018年）の共生型サービス開始以前から、障害者の自立支

援のため、障害者総合支援法に基づくサービス提供を行っており、当事者が６５歳を

迎え、介護保険サービスを適用する際は、当事者の心身の状況や障害特性に応じて、

障害福祉サービスを加え、より適正な支援内容となるよう取り組んできました。 

今後も、この支援方針を継承するとともに、高齢者サービスと障害福祉サービス事

業所が連携した地域共生型施設の整備等を円滑に行えるよう引き続き支援し、障害者

が６５歳以上になっても使い慣れた事業所、住み慣れた地域で安心してサービスを利

用できるよう取り組んでまいります。 

 

（２）介護保険制度の円滑な運営や給付の適正化   

法令等に基づく基本的なサービスを提供し、介護保険制度への信頼を維持していくた

めに、事業者の指導及び育成を行います。また、適正な保険料の徴収と給付を推進し、

適切なサービスを提供することにより、持続可能なシステムを維持するよう努めます。 

① サービスの質の担保 

市が指定している地域密着型介護サービスや介護予防支援、居宅介護支援の事業者

に対し、事業者支援を基本とした指導を効果的に行い、介護給付等対象サービスや介

護報酬の請求などに関する取り扱いの周知徹底を図ります。 

基準違反などが疑われる場合には監査を実施し、違反などが認められた場合には公

正かつ適切な措置を行い、介護サービスの質の確保・向上と介護保険制度への信頼性

の維持に努めます。  
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

サービスの質の 

担保 

集団指導 

回数(回) 
1 1 1 1 1    1 

実地指導 

回数(回) 
9 18 18 20 20 20 

 

② 適切な要介護認定の推進 

高齢化率の増加に伴い介護認定の申請者数と経費も増加する中、必要な介護サービ

スを迅速に提供するために、認定調査と審査判定が速やかに実施できるよう、介護認

定審査会や認定調査員の体制を整備します。あわせて、電子化等による事務効率化に

努めます。 

また、公平かつ適正な認定調査及び審査判定を行うため、国の基準に基づき事務を

執行するとともに、審査会委員や認定調査員への研修等を実施し、適切な運用を図っ

ていきます。 
 

③ 介護給付適正化事業の取組   

利用者にとって真に必要となる介護サービスを確保するとともに、介護報酬請求内

容の点検等の実施により介護給付等に要する費用が適正なものとなることを目的とし

て、介護給付適正化事業を行います。 

介護保険サービスが必要な人に適切かつ効果的に提供されるよう、①要介護認定の

適正化、②ケアプランの点検（住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査を含む）③

医療情報との突合・縦覧点検など引き続き適正化に取り組み、内容を充実してまいり

ます。  

指定介護サービス事業所への運営指導等にて、必要な人に効果的に適切なサービス

が提供されているか確認を行い、 居宅介護支援事業所を抽出してケアプランの点検を

実施し、介護支援専門員の資質・専門性の向上などを支援するとともに、その手法に

ついて研究を進めます。その他、安定した介護保険制度運用のため、被保険者をはじ

め広く市民に介護保険制度の周知を行い、適切な利用を促していきます。   
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【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

適正化主要事業 

の実施数     

事業数 

（事業） 
5 5 5 3 3 3 

 ※第 6 期「介護給付適正化計画」に関する指針において、給付適正化主要 5 事業は、上記①～③の３事業

に再編されました。 

 

④ 低所得者等の負担軽減 

低所得者等が、介護サービスの利用を制限されることがないよう、社会福祉法人等

による利用者負担軽減制度の活用促進などを図り、高齢者の所得状況に配慮した負担

軽減策を実施します。また、サービスの利用控えによる重度化防止や家族の介護疲れ

を防ぐためにも、１か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、

超えた分が払い戻される高額介護サービス費や、所得・資産が一定以下の場合に利用

できる負担限度額制度、また、災害時における減免制度など、個別の制度の周知に努

めます。 

 

（３）介護サービスの質の向上   

ケアの質を確保しながら必要なサービスが行えるよう、介護事業者の業務効率化への

取り組みを支援します。 

深刻化する介護人材不足に対応するために、介護の仕事に対するイメージの向上や各

種啓発、情報提供、人材確保に向けたさまざまな支援を充実します。 

多様化する高齢者のニーズに応じてきめ細かなサービスを提供するため、苦情相談体制

を充実させるとともに、介護相談員派遣事業等を実施し、サービスの質の向上に努めます。 

① 苦情相談体制の充実 

利用者が適切なサービスを受けることができるよう、相談体制の充実を図ることで、

介護サービスの質の向上につなげます。苦情解決にあたっては、その内容に応じて、

地域包括支援センターや千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会などと連携し、解決

を図っていきます。 

 

② 介護相談員派遣事業の実施 

利用者や家族の声を受け止め、施設における課題の調整や問題解決を行うことで、

苦情に至る事態を未然に防止するなど、介護サービスの質の向上を図るため、特別養

護老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム等に、介護相談員を派遣していま
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す。今後も、施設の増加や施設における困難事例に対応できる介護相談員体制づくり

を進めるとともに、相談員制度の普及啓発と活動の充実を図りつつ、介護サービスの

質の向上や虐待の未然防止等を推進していきます。 

 

（４）介護保険などに関する情報の提供・周知啓発   

高齢者に必要な医療・介護・福祉・保健サービスの種類が多様化している中、サービ

スを必要としている人が適切なサービスを選択できるよう、市民と事業者に情報をわか

りやすく提供します。 

① 介護保険や福祉制度に関する情報の提供 

【主な取組み】 

○ 制度案内の充実 

介護保険制度やサービスを紹介する「みんなの介護保険」や福祉制度に関する情

報を掲載している「地域資源ブック」などによる全般的な制度案内の充実に努める

とともに、ホームページを活用した迅速な情報提供など、さまざまな方法により制

度の周知や普及を図ります。 

○ 出前講座等を活用した啓発 

地域の団体等の求めに応じ、市や地域包括支援センターの職員が地域に出向き、

出前講座を開催します。あわせて、民生委員・児童委員等の協力を得ながら介護保

険や福祉の制度の啓発を行います。 

 

② 介護サービス事業者に関する情報の提供 

介護サービス事業者に関する情報提供のために、厚生労働省が管理運営する「介護

サービス情報公表システム」や、千葉県が管理運営する「ちば福祉ナビ」のリンクを

市のホームページに掲載しています。 

介護サービス情報公表システムや第三者評価の評価結果の有効活用のほか、各事業

所の情報公開を進め、市民が希望に沿ったサービスを選択できるよう、サービス提供

事業所の特色や、質の向上のための取組をわかりやすく情報提供します。 
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２ 介護人材の確保と業務効率化 

（１）介護人材の確保と定着  

介護人材の確保に向けて、介護支援専門員の資格取得に係る費用助成支援や介護職

員初任者研修など研修受講の支援を行うとともに、外国人介護人材の活用について、

先進事例の案内周知など、導入に向けて事業所を支援します。また、介護職員の離職

防止のため、介護現場での悩み事やハラスメントに対し、地域包括支援センターや県

等との連携により個別に対応し、働きやすい職場づくりに向けて取り組みます。あわ

せて、資格取得にかかる費用の助成について検討を進めるとともに、広報等を通じて

介護の仕事のイメージ向上に努めます。 

 

【実績と計画値】 

取組名 指標名 
第８期実績 第８期見込 第９期計画 

令和３年度 

(2021年度) 
令和４年度 

(2022年度) 
令和５年度 

(2023年度) 
令和６年度 

(2024年度) 
令和７年度 

(2025年度) 
令和８年度 

(2026年度) 

介護職員初任者 

研修 

修了者数 

（人） 
19 21 24 24 24 24 

介護支援専門員等  

資格取得補助 

補助者数 

（人） 
－ － － 8 8 8 

 

（２）介護現場の業務効率化 

介護現場の生産性向上に資するため、特別養護老人ホーム等介護施設等における介

護ロボット・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用等による業務効率化や労働負担の軽減の

検討を進め、介護現場の職場環境の改善を図ります。また、指定申請等、サービスの

認可に係る届出などの手続きの簡素化や利便性の向上を図るため、電子申請による受

付制度の開始など、国や他自治体と歩調を合わせ、随時見直しを進めます。 

 


